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空き巣    ０件 ひったくり ０件  

自転車盗  １０件 車上ねらい ０件

部品ねらい  １件 万引き   １件 

人身事故   ５件  物件事故 ３７件 

自転車は「軽車両」です。  
原則、車道を通行し、左端に寄って
通行しなければいけません。 

埼玉県内の自転車事故で亡くなった約
４割の方が頭部に致命傷を負っていま
す。（令和７年中）  

 

①普通自転車等及び歩行者等専用の標 

  識や表示がある場合 

②13 歳未満のこどもや 70 歳以上の高齢     

  者、身体の不自由な方が運転する場合 

③道路工事や連続した駐車車両など通行   

  の安全を確保するためにやむを得ない 

  と認められるとき 

 

速 度 ： すぐに停止できる速度で走る 

場 所 ： 歩道の中央から車道寄りの部 

      分を通行 

歩行者優先 ： 歩行者の邪魔になる場合       

          は、一時停止！！ 

 

 

 

 

留守番に設定し、 
相手を確認してから折り返す
こと 
犯人からの電話には出ない。 

不審物件を発見した場合は、触れずに距離をとりましょう。 
   ・発見されにくい場所に隠して置いてある。 
   ・粘着テープやひもなどで必要以上に厳重な包装、 
    固定がされている。 
   ・中から機械音のような音が聞こえる。 
   ・薬品のような臭いがする。 
   ・中からにじみ出た液体や粉等の汚れがある。     

 など、「怪しい！」と感じた場合は、警察への通報をお願いします。 

埼玉県警では警察事務職員（上級）を募集しています。 

採用については、県警ホームページをご確認ください。 

 募集期間 ４/２１（火）～５/７（木） 

 問合せ先 越谷警察署 TEL ０４８-９６４-０１１０ 

 埼玉県警察採用センター TEL ０１２０-３７３５１４ 

  


